
詳細（イリス指扇（短期入所））

第三者評価結果 コメント

Ⅰ－１－（１）－①　理念、基本方針が明文化され
周知が図られている。

ｂ

 理念・基本方針は事業所内に掲示されている
他、事業所案内パンフレットやホームページに
明示されている。基本方針は法人の理念との整
合性が確保されている。
職員の行動規範となる内容となっているが職員
への周知は高くはないため、改善が望まれる。

第三者評価結果 コメント

Ⅰ－２－（１）－①　事業経営をとりまく環境と経
営状況が的確に把握・分析されている。

ａ

 毎月実施される運営会議において稼働率や経
営状況の報告が行われ、課題の分析が行われて
いる。

Ⅰ－２－（１）－②　経営課題を明確にし、具体的
な取り組みを進めている。

ｂ

 運営会議で明確になった経営課題等を施設
長、管理者が中心となり周知を行っている。一
般職層への課題の共有の点では浸透度に課題が
残り、具体的な支援の改善や質の向上に繋げる
ためのより一層の課題共有が望まれる。

第三者評価結果 コメント

Ⅰ－３－（１）－①　中・長期的なビジョンを明確
にした計画が策定されている。

ａ

 法人全体で中・長期ビジョンを明確にしてお
り、2030年までの長期的なビジョンを作成し、
職員へ周知している。

Ⅰ－３－（１）－②　中・長期計画を踏まえた単年
度の計画が策定されている。

ａ

 法人で統一した書式の単年事業計画を策定
し、年度初めに職員へ配布、館内にも掲示し、
いつでも確認できるようにしている。

Ⅰ－３－（２）－①　事業計画の策定と実施状況の
把握や評価・見直しが組織的に行われ、職員が理解
している。

ｂ

 事業計画書の見直し、評価の実施状況につい
ては、事業報告書作成時に振り返りを行ってい
る。計画の進捗管理については3カ月、6カ月等
の短いスパンで行うことで見直しにつなげやす
いため、評価、見直し体制の再構築が望まれ
る。

Ⅰ－３－（２）－②　事業計画は、利用者等に周知
され、理解を促している。

ａ

 利用者に対しては、サービスの開始時等に支
援方法と併せて説明にあたっている。利用者本
人の理解が難しい場合は家族にも同様の説明を
行っている

Ⅰ-４　福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取組

第三者評価結果 コメント

Ⅰ－４－（１）－①　福祉サービスの質の向上に向
けた取組が組織的に行われ、機能している。

ｂ

同一法人の事業所と運営する合同研修が実施さ
れ、法令で定められている研修のほか、「チー
ムビルディング」等の研修会を開催し、質の向
上へ向けた取り組みとしている。勤務形態上の
課題から、施設独自の定期的な対面での会議が
開催できないことが課題である。

Ⅰ－４－（１）－②　評価結果に基づき組織として
取組むべき課題を明確にし、計画的な改善策を実施
している。

ｂ

評価結果を施設の運営に生かしていきたいと考
えている。

Ⅰ－２　経営状況の把握

Ⅰ－２－（１）　経営環境の変化等に適切に対応している。

Ⅰ－３　事業計画の策定

Ⅰ－３－（１）　中・長期的なビジョンと計画が明確にされている。

Ⅰ－３－（２）　事業計画が適切に策定されている。

Ⅰ－４－（１）　質の向上に向けた取組が組織的・計画的に行われている。

Ⅰ－１－（１）　理念、基本方針が確立・周知されている。

評　価　細　目　の　第　三　者　評　価　結　果

（障害者・児福祉サービス分野）

Ⅰ　福祉サービスの基本方針と組織

Ⅰ－１　理念・基本方針



詳細（イリス指扇（短期入所））

第三者評価結果 コメント

Ⅱ－１－（１）－①　管理者は、自らの役割と責任
を職員に対して表明し理解を図っている。

ａ

 管理者は、日頃から職員とコミュニケーショ
ンをとり、積極的に自分の考えを表明してい
る。情報の発信については日々の申し送りの機
会や施設内のホワイトボード等を活用して行っ
ている。

Ⅱ－１－（１）－②　遵守すべき法令等を正しく理
解するための取組を行っている。

ａ

 個人情報・プライバシー保護についても規程
を策定し、コンプライアンス遵守について体制
整備が行われている。また、各種法令に基づく
研修についても法人内で適切に行われている。

Ⅱ－１－（２）－①　福祉サービスの質の向上に意
欲をもち、その取組に指導力を発揮している。

ｂ

 管理者は、支援方法や介助方法などの技術的
なフォローも含めて、一般職や非常勤職員を対
象に指導を行っている。

Ⅱ－１－（２）－②　経営の改善や業務の実効性を
高める取組に指導力を発揮している。

ａ

 法人内の取り上げられた改善事項を、施設
長、管理者が中心となって取り組んでおり、特
に短期入所に関しては、稼働率や人員配置の部
分で成果が出つつある。

第三者評価結果 コメント

Ⅱ－２－（１）－①　必要な福祉人材の確保・定着
等に関する具体的な計画が確立し、取組が実施され
ている。

ｂ

  法人全体のホームページに事業所の求人情報
を掲載し、募集を行っている。求職者が具体的
に仕事内容をイメージしやすくしている。ま
た、定着については、年間の研修計画を立て、
人材の定着に取り組んでいる。より一層の取り
組みが望まれる。

Ⅱ－２－（１）－②　総合的な人事管理が行われて
いる。

ｂ

 管理者として、職員が各々の能力を発揮でき
るよう積極的にコミュニケーションをとり、人
材の活性化を図っている。
新たな人事制度が始まったが、管理者として
は、職員の制度に対する理解度、浸透度が課題
と考えている。

Ⅱ－２－（２）－①　職員の就業状況や意向を把握
し、働きやすい職場づくりに取組んでいる。

ａ

 管理者は、職員の働きやすい職場づくりのた
めに、意向や家族状況等を考慮しながらシフト
作成に取り組んでいる。多くの職員が法人内他
事業所と兼務となる為、必要に応じ連携して勤
務調整なども行い、夜勤回数などの調整を行っ
ている。

Ⅱ－２－（３）－①　職員一人一人の育成に向けた
取組を行っている。

ａ

 人事考課制度に伴う評価シートを用いて職員
一人ひとりの育成に向けた取り組みを行ってい
る。必要に応じて職員との個人面談を実施し、
アドバイスなどを行っている。

Ⅱ－２－（３）－②　職員の教育・研修に関する基
本方針や計画が策定され、教育・研修が実施されて
いる。

ａ

 行政や関連機関からの研修案内を共有してい
る。法人内別事業所と連携を図り、年間計画を
策定しており計画通り実施されている。

Ⅱ－２－（３）－③　職員一人一人の教育・研修の
機会が確保されている。

ｂ

 職員一人ひとりの成長に合わせたOJT・研修へ
の参加といった視点では十分とは言えず、さら
なる仕組みの構築と取り組みが望まれる。

Ⅱ－２－（４）－①　実習生等の福祉サービスに関
わる専門職の教育・育成について体制を整備し、積
極的な取組をしている。

ｂ

 受け入れ体制の整備、および法人内他事業所
では受け入れ実績があるが、日中に利用者が不
在となるサービス形態の為、実習依頼がほとん
どない。

Ⅱ－１－（１）　管理者の責任が明確にされている。

Ⅱ－１－（２）　管理者のリーダーシップが発揮されている。

Ⅱ－２　福祉人材の確保・育成

Ⅱ－２－（１）　福祉人材の確保・育成計画、人事管理の体制が整備されている。

Ⅱ－２－（２）　職員の就業状況に配慮がなされている。

Ⅱ－２－（３）　職員の質の向上に向けた体制が確立されている。

Ⅱ－２－（４）　実習生等の福祉サービスに関わる専門職の研修・育成が適切に行われている。

Ⅱ　組織の運営管理

Ⅱ－１　管理者の責任とリーダーシップ



詳細（イリス指扇（短期入所））

第三者評価結果 コメント

Ⅱ－３－（１）－①　運営の透明性を確保するため
の情報公開が行われている。

ａ

 法人ホームページ・パンフレット等を活用し
理念・基本方針・援助内容・社会貢献活動・苦
情解決の体制・基本財産・定款等を公開してい
る。社会福祉法の規定に基づき、財務諸表等が
WAMNETで公開されている。

Ⅱ－３－（１）－②　公正かつ透明性の高い適正な
経営・運営のための取組が行われている。

ａ

 法人作成の経理規程に予算・取引ルール・内
部監査等定められ、適切な経営管理に努めてい
る。施設の事務・経理等は管理者および施設長
がルールに基づき本部へ報告している。また税
理士へ報告・相談を行い透明性の高い運営がな
されている。

第三者評価結果 コメント

Ⅱ－４－（１）－①　利用者と地域との交流を広げ
るための取組を行っている。

ｂ

 地域との交流については、特に制限や交流を
阻むものは無いが積極的な取り組みには至って
いない。地域行事や自治体の行事等には休日を
利用して参加するようにしている。また、同一
地域内にある同法人の通所施設との交流は盛ん
である。

Ⅱ－４－（１）－②　ボランティア等の受入れに対
する基本姿勢を明確にし体制を確立している。

ｂ

 受け入れ体制の整備、および法人内他事業所
では受け入れ実績があり、行事等での受け入れ
を行っている。日中に利用者が不在となるサー
ビス形態の為、ボランティア応募がほとんどな
い。

Ⅱ－４－（２）－①　福祉施設・事業所として必要
な社会資源を明確にし、関係機関等との連携が適切
に行われている。

ａ

 関係市町村及び地域の保健・医療機関・利用
者の通所先等の福祉サービスや相談支援事業所
や各種サービス提供先との綿密な連携を図り総
合的なサービスの提供に努めている。

Ⅱ－４－（３）－①　地域の福祉ニーズ等を把握す
るための取組が行われている。

ａ

 会議等を通じて法人全体で地域の福祉ニーズ
の把握が行われている。事業所から地域の自立
支援協議へ職員を派遣するなど、情報収集し
ニーズの把握に努めている。

Ⅱ－４－（３）－②　地域の福祉ニーズ等に基づく
公益的な事業・活動が行われている。

ａ

 法人全体の取り組みとして、積極的に地域行
事への参加を行うほか、地域の福祉ニーズの抽
出と必要に応じた社会資源の開発に取り組んで
いる。今年度は災害時の施設開放等の検討を
行っている。

Ⅱ－４－（１）　地域との関係が適切に確保されている。

Ⅱ－４－（２）　関係機関との連携が確保されている。

Ⅱ－４－（３）　地域の福祉向上のための取組を行っている。

Ⅱ－４　地域との交流、地域貢献

Ⅱ－３　運営の透明性の確保

Ⅱ－３－（１）　運営の透明性を確保するための取組が行われている。



詳細（イリス指扇（短期入所））

第三者評価結果 コメント

Ⅲ－１－（１）－①　利用者を尊重した福祉サービ
ス提供について共通の理解をもつための取組を行っ
ている。

ａ

管理者による個別ミーティングを実施し、情報
共有と支援内容の共通理解に向けた取り組みを
行ている。共通理解を持つための取り組みとし
て毎日夕方のミーティングを行っている。

Ⅲ－１－（１）－②　利用者のプライバシー保護に
配慮した福祉サービス提供が行われている。

ａ

居室は個室であり、入室の際は本人に同意を得
る、ノックや声掛けの徹底をしている。また、
排泄介助等のプライバシーに関わる支援を行う
際には、声掛けの内容に至るまで配慮を行うよ
うにしている。身体介助の際には同性介助を基
本としている。

Ⅲ－１－（２）－①　利用希望者に対して福祉サー
ビス選択に必要な情報を積極的に提供している。

ａ

ホームページ・パンフレットに写真や1日の生
活の様子などをを掲載し、分かりやすい内容に
している。見学時や利用契約の際に生活のイ
メージを持てるように利用者様の部屋を見学す
ることが出来、丁寧な説明を行っている。

Ⅲ－１－（２）－②　福祉サービスの開始・変更に
当たり利用者等に分かりやすく説明している。

ａ

重要事項説明書・契約書を用いてサービス利用
時の生活のおおまかな流れ・ルールについて説
明し理解を促している。また、最大限利用者の
意思決定をサポートできるよう説明方法を工夫
している。

Ⅲ－１－（２）－③　福祉施設・事業所の変更や家
庭への移行等にあたり福祉サービスの継続性に配慮
した対応を行っている。

ａ

短期入所サービスの為、利用者は必要に応じて
予約を取り、利用する形となっている。必要に
応じて相談支援事業所等と連携して支援を行う
予定としている。

Ⅲ－１－（３）－①　利用者満足の向上を目的とす
る仕組みを整備し、取組を行っている。

ａ

　1人1人に合った支援を検討し、サービスの質
の向上を図っている。具体的には休日の外出支
援や余暇支援の充実等を行っている。

Ⅲ－１－（４）－①　苦情解決の仕組みが確立して
おり、周知・機能している。

ａ

苦情相談窓口、法人窓口、苦情解決第三者委員
が設置されており、苦情相談体制が整備されて
いる。重要事項説明書に明記しサービス開始時
に説明を行っている。また法人全体として、苦
情解決に関わる規程が整備されている。

Ⅲ－１－（４）－②　利用者が相談や意見を述べや
すい環境を整備し、利用者等に周知している。

ａ

施設では、管理者が日常の相談や意見交換の窓
口となっている。利用者からの日常生活上の相
談や、家族からの要望や意見についても管理者
が中心となって対応を行っている。

Ⅲ－１－（４）－③　利用者からの相談や意見に対
して、組織的かつ迅速に対応している。

ｂ

施設では、管理者が日常の相談や意見交換の窓
口となっており、管理者を中心に職員への周知
や共有が行われ、適切な対応が行われている。

Ⅲ－１－（５）－①　安心・安全な福祉サービスの
提供を目的とするリスクマネジメント体制が構築さ
れている。

ａ

ヒヤリハット・事故報告書を作成し多角的な視
点で分析し要因を分析し、必要に応じて法人内
他事業所との連携をして再発予防に努めてい
る。

Ⅲ－１－（５）－②　感染症の予防や発生時におけ
る利用者の安全確保のための体制を整備し、取組を
行っている。

ａ

感染症BCPを策定し利用者と職員の安全を守り
業務継続が行える体制を構築している。行政や
協力医療機関等から最新の情報を入手し予防に
努めている。コロナ禍においては、換気の徹
底・手洗いの励行・手指消毒を基本とし対策を
行っている。

Ⅲ－１－（５）－③　災害時における利用者の安全
確保のための取組を組織的に行っている。

ａ

様々な状況のマニュアルがあり、状況に応じて
の各訓練を実施している。BCPも策定して取り
組んおり、問題点や課題については検討の中で
改善できるよう取り組みを行っている。過去に
は台風や雨などの被害が申告したこともある
為、優先度をつけて対応にあたっている。

Ⅲ－１－（５）　安心・安全な福祉サービスの提供のための組織的な取組が行われている。

Ⅲ　適切な福祉サービスの実施

Ⅲ－１　利用者本位の福祉サービス

Ⅲ－１－（１）　利用者を尊重する姿勢が明示されている。

Ⅲ－１－（２）　福祉サービスの提供に関する説明と同意（自己決定）が適切に行われている。

Ⅲ－１－（３）　利用者満足の向上に努めている。

Ⅲ－１－（４）　利用者が意見等を述べやすい体制が確保されている。



詳細（イリス指扇（短期入所））

Ⅲ－２－（１）－①　提供する福祉サービスについ
て標準的な実施方法が文書化され福祉サービスが提
供されている。

ｂ

勤務する職員がいつでも確認することが出来る
よう、業務マニュアルが整備されており、施設
内に設置されている。管理者は、マニュアルに
関しては今後さらに精度を上げる必要があると
考えている。

Ⅲ－２－（１）－②　標準的な実施方法について見
直しをする仕組みが確立している。

ａ

マニュアルは事業計画の評価等と併せて定期的
に見直しが行われるほか、利用者状況の変化に
併せて適宜行われている。マニュアルの変更に
は法人内医療スタッフも参加している。

Ⅲ－２－（２）－①　アセスメントにもとづく個別
的な福祉サービス実施計画（個別支援計画）を適切
に策定している。

ａ

サービス等利用計画に基づき、サービス利用開
始時に独自のアセスメントシートを使用して、
サービス管理責任者を中心に作成している。

Ⅲ－２－（２）－②　定期的に福祉サービス実施計
画（個別支援計画）の評価・見直しを行っている。

ａ

相談支援事業所が作成する計画に基づき支援し
ている。利用開始当初は面談や当初情報から情
報を把握し、職員間で共有して支援を行ってい
る。通所施設とも連携し、担当者会議を事業所
から声をかけて適宜実施するなど、利用者個々
への適切な支援に取り組んでいる。

Ⅲ－２－（３）－①　利用者に関する福祉サービス
実施状況（個別支援計画）の記録が適切に行われ、
職員間で共有化されている。

ａ

利用者の様子・健康状態、個別支援計画に基づ
いた支援については、介護記録ソフトを使用し
て日々記録を行い、PC内に保存されているた
め、関係職員はデータの閲覧および情報の共有
が可能となっている。

Ⅲ－２－（３）－②　利用者に関する記録の管理体
制が確立している。

ａ

利用者に関する記録物は書庫等で適切な管理を
している。また、法人で文書管理規定が策定さ
れており、規定に則り管理されている。

Ⅲ－２　福祉サービスの質の確保

Ⅲ－２－（１）　提供する福祉サービスの標準的な実施方法が確立している。

Ⅲ－２－（２）　適切なアセスメントにより福祉サービス実施計画が策定されている。

Ⅲ－２－（３）　福祉サービス実施の記録が適切に行われている。



詳細（イリス指扇（短期入所））

第三者評価結果 コメント

Ａ－１－（１）－①　利用者の自己決定を尊重した
個別支援と取組を行っている。

ｂ

利用者から意向や要望があった際には、十分に
コミュニケーションを取りながら利用者の意向
を尊重して支援を行っている。言葉でのコミュ
ニケーションが難しい場合でも仕草や表情から
利用者の想いを尊重出来るよう心がけている。

Ａ－１－（２）－①　利用者の権利擁護に関する取
組が徹底されている。

ａ

権利擁護について厚生労働省の手引きやチェッ
クシートを用い、施設内研修等を行っている。
ケース会議では、生活場面を想定し職員間で意
見交換や検討を行い、共通理解を高めている。
管理者自ら成年後見制度に関する研修の受講を
行うなどして施設内の権利擁護意識を高める取
り組みを行っている。

Ａ－２－（１）－①　利用者の自律・自立生活のた
めの支援を行っている。

ａ

利用者一人ひとりが自立した生活が出来るよう
職員は危険が及ばないよう見守り支援を行って
いながらも、ご自身で出来ることは行えるよう
支援している。基本的な支援の姿勢として、職
員都合のスケジュールではなく利用者主体の支
援の展開を目指している。

Ａ－２－（１）－②　利用者の心身の状況に応じた
コミュニケーション手段の確保と必要な支援を行
っている。

ａ

障害特性や心身の状態に配慮してコミュニケー
ション方法の工夫を行っている。利用者に伝わ
りやすいよう工夫して行っている。また、職員
の強度行動障害支援者養成講習の受講を進める
など、専門性向上への取り組みを行っている。

Ａ－２－（１）－③　利用者の意思を尊重する支援
としての相談等を適切に行っている。

ａ

言語コミュニケーション等で意思をくみ取るこ
とは難しい利用者も多く在籍しているため、管
理者より職員に対して、意思決定支援の重要性
について指導等を行っている。具体的な支援の
展開という点では課題が残っている。

Ａ－２－（１）－④　個別支援計画にもとづく日中
活動と利用支援等を行っている。

ａ

日中は利用者全員が通所施設に通所しているた
め、日中の支援は休日のみに限られている。余
暇活動として近隣の散策や買い物などを実施し
ている。

Ａ－２－（１）－⑤　利用者の障害の状況に応じた
適切な支援を行っている。

ａ

日常生活上の支援においては、利用者の状態に
応じて必要な支援を個別に行っている。利用者
の状況に応じて、入浴設備の変更や幅広い食形
態等にも対応している。

Ａ－２－（２）－①　個別支援計画にもとづく日常
的な生活支援を行っている。

ｂ

相談支援事業所が作成する計画に基づき支援し
ている。必要に応じて、通所施設とも連携し
サービス担当者会議等を開催している。

Ａ－２－（３）－①　利用者の快適性と安心・安全
に配慮した生活環境が確保されている。

ａ

利用者が心地よい空間で生活できる様、専門ス
タッフにより清掃と消毒を行っている。施設内
を定期的に見回り、安心・安全な環境を確認し
ている。居室・食堂・浴室・トイレは明るく清
潔な状態が保たれている。

Ａ－２－（４）－①　利用者の心身の状況に応じた
機能訓練・生活訓練を行っている。

ａ

短期入所の利用所の多くは日中は通所事業所へ
通所しており、通所事業所と連携して訪問リハ
ビリを受ける機会を設けている。

Ａ－２－（５）－①　利用者の健康状態の把握と体
調変化時の迅速な対応等を適切に行っている。

ａ

利用者の体調不良との変化を見逃すことがない
よう適宜のバイタルチェックを行い、職員間で
共有している。また、短期入所サービスの為、
体調不良時は帰宅するほか、必要に応じて施設
職員と利用者家族が連携して医療機関を受診す
るようにしている。

Ａ－２－（３）　生活環境

Ａ－２－（４）　機能訓練・生活訓練

Ａ－２－（５）　健康管理・医療的な支援

Ａ－２－（２）　日常的な生活支援

Ａ　個別評価基準

Ａ－１　利用者の尊重と権利擁護

Ａ－１－（１）　自己決定の尊重

Ａ－１－（２）　権利侵害の防止等

Ａ－２　生活支援

Ａ－２－（１）　支援の基本



詳細（イリス指扇（短期入所））

Ａ－２－（５）－②　医療的な支援が適切な手順と
安全管理体制のもとに提供されている。

ａ

医療的な支援が必要な利用者は在籍していない
が、内服薬は施設内で管理し、配薬管理を徹底
して行っている。配薬は看護職員が携わり、ダ
ブルチェックの体制を取っている。

Ａ－２－（６）－①　利用者の希望と意向を尊重し
た社会参加や学習のための支援を行っている。

ｂ

利用者の希望があれば対応可能だが短期入所の
為、提供の機会は多くはない。

Ａ－２－（７）－①　利用者の希望と意向を尊重し
た地域生活への移行や地域生活のための支援を行っ
ている。

ｂ

ほとんどの利用者が同市内に住所を要している
こともあり、家庭以外の地域資源として貴重な
経験の場となっている。

Ａ－２－（８）－①　利用者の家族等との連携・交
流と家族支援を行っている。

ｂ

ご家族ごとに連絡の頻度は異なるが、必要に応
じて連絡を行っている。また、短期入所利用の
度に生活の様子などの引継ぎ等を行うようにし
ている。

Ａ－３－（１）－①　子どもの障害の状況や発達過
程等に応じた発達支援を行っている。

d

非該当

Ａ－４－（１）－①　利用者の働く力や可能性を尊
重した就労支援を行っている。

d

非該当

Ａ－４－（１）－②　利用者に応じて適切な仕事内
容等となるように取組と配慮を行っている。

d

非該当

Ａ－４－（１）－③　職場開拓と就職活動の支援、
定着支援等の取組や工夫を行っている。

d

非該当

Ａ－２－（６）　社会参加、学習支援

Ａ－２－（７）　地域生活への移行と地域生活の支援

Ａ－３　発達支援

Ａ－３－（１）　発達支援

Ａ－４－（１）　就労支援


